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厚生労働省保険局医療課

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（希望区分Ｂ）に

記載する機能区分コードについて」の一部改正について

標記については、本日、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一

部を改正する件」（平成22年厚生労働省告示第259号）が公布され、平成22年７月１日

から適用されることとされたことに伴い、「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希

望書（希望区分Ｂ）に記載する機能区分コードについて」（平成22年３月５日事務連絡）

を次のように改正し、平成22年７月１日から適用することとしたのでお知らせいたしま

す。

記

１ 別表Ⅱ区分086を次のように改める。

086 脊髄刺激装置用リード

(1) リードセット B00208601

(2) アダプター B00208602



２ 別表Ⅱ区分087に次のように加える。

(4) 疼痛除去用(16極以上用) B00208704

３ 別表Ⅱ区分113の(1)の①に次のように加える。

ウ 誤感知防止型 B00211301013

４ 別表Ⅱ区分123を次のように改める。

123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル

(1) 標準型 B00212301

(2) イリゲーション型 B00212302

５ 別表Ⅱ区分133の(11)に次のように加える。

③ コイル留置用ステント B0021331103

６ 別表Ⅱ区分に次のように加える。

160 埋込型迷走神経電気刺激装置 B002160

161 迷走神経刺激装置用リードセット B002161

162 経皮的心腔内リード除去用レーザーシースセット B002162



（参考）

（傍線の部分は改正部分）

Ⅱ Ⅱ

086　脊髄刺激装置用リード 086　脊髄刺激装置用リードセット B002 086
(1)　リードセット B002 086 01
(2)　アダプター B002 086 02

087　埋込型脳・脊髄電気刺激装置 087　埋込型脳・脊髄電気刺激装置
(1)　疼痛除去用(４極用) B002 087 01 (1)　疼痛除去用(４極用) B002 087 01
(2)　疼痛除去用(８極用) B002 087 02 (2)　疼痛除去用(８極用) B002 087 02
(3)　振戦軽減用(４極用) B002 087 03 (3)　振戦軽減用(４極用) B002 087 03
(4)　疼痛除去用(16極以上用) B002 087 04

113　埋込式心臓ペースメーカー用リード 113　埋込式心臓ペースメーカー用リード
(1)　リード (1)　リード

①　経静脈リード ①　経静脈リード
ア　標準型 B002 113 01 01 1 ア　標準型 B002 113 01 01 1
イ　シングルパスＶＤＤリード B002 113 01 01 2 イ　シングルパスＶＤＤリード B002 113 01 01 2
ウ　誤感知防止型 B002 113 01 01 3

②　心筋用リード ②　心筋用リード
ア　単極 B002 113 01 02 1 ア　単極 B002 113 01 02 1
イ　双極 B002 113 01 02 2 イ　双極 B002 113 01 02 2

(2)　アダプター B002 113 02 (2)　アダプター B002 113 02
(3)　アクセサリー B002 113 03 (3)　アクセサリー B002 113 03

123　経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル 123　経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル B002 123
(1)　標準型 B002 123 01
(2)　イリゲーション型 B002 123 02

133　血管内手術用カテーテル 133　血管内手術用カテーテル
(11)塞栓用コイル (11)塞栓用コイル

①　コイル ①　コイル
ア　標準型 B002 133 11 01 1 ア　標準型 B002 133 11 01 1
イ　機械式デタッチャブル型 B002 133 11 01 2 イ　機械式デタッチャブル型 B002 133 11 01 2
ウ　電気式デタッチャブル型 B002 133 11 01 3 ウ　電気式デタッチャブル型 B002 133 11 01 3
エ　水圧式デタッチャブル型 B002 133 11 01 4 エ　水圧式デタッチャブル型 B002 133 11 01 4
オ　特殊型 B002 133 11 01 5 オ　特殊型 B002 133 11 01 5

②　プッシャー B002 133 11 02 ②　プッシャー B002 133 11 02
③　コイル留置用ステント B002 133 11 03

160　埋込型迷走神経電気刺激装置 B002 160
161　迷走神経刺激装置用リードセット B002 161
162　経皮的心腔内リード除去用レーザーシースセット B002 162

現　　　　　行改　　正　　後

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（希望区分Ｂ）に記載する機能区分コードについて」の一部改正について

　医科点数表の第２章第３部、第４部、第６部、第９部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料
（フィルムを除く。）及び機能区分コード

機能区分 機能区分コード

　医科点数表の第２章第３部、第４部、第６部、第９部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料
（フィルムを除く。）及び機能区分コード

機能区分 機能区分コード




